
141-参-行財政改革・税制等に関…-3号 平成 09年 11月 10日 
 
○峰崎直樹君 民主党・新緑風会の峰崎でございます。 
 総理、大変御苦労さまでございます。きょうは四十分間という時間で、この財政構造改

革法案、主として経済状況、景気状況の問題、後でまた申し上げたいと思います。 
 最初に、財政構造改革という名は打っているんですが、先ほど来、どうも構造改革にな

っていないんじゃないかと、こういう指摘が随分続いております。午前中の与党の質問に

もそういう指摘がございましたけれども、私もそうではないかなというふうに思うわけで

あります。 
 私は、例えば構造改革になっていないというのは、公共事業一つとってみても、何だか

長期計画の五年を七年にするとか、そういう今ある内容を変えないままに時間を延ばして

しまうというような、それで果たして構造改革かなと。むしろ、構造改革と言うからには、

先ほど問題になっていましたけれども、費用対効果、これを一つ一つの公共事業の中で、

ダムならダムあるいは干拓なら干拓、こういうことについて、これはどれだけの費用をか

けるけれどもどれだけの効果があるという、そのことを我々国会の場であるいは市民の前

に明らかにして初めてそれが是なのかあるいは非常なのか、そういうことを決めていくよ

うな仕組みを考えるべきじゃないかという指摘なども私はやはり当然出てくるだろうと思

うんですね。 
 そのことはまた後で構造改革のお話をするとして、私ども民主党の菅直人代表が、十月

の初めに総理に対して、我々自身の行政改革、これについての見解を実は明らかにしたわ

けなんです。 
 その四点を実は整理しているわけでありますけれども、一つは、やはりまず民間でやれ

るものについては民間に任せていこうじゃないか。規制緩和、私は規制緩和という言葉よ

りも規制改革の方がいいというふうに個人的には思っておりますが、規制改革あるいは市

場化、民営化といったようなものですね。それからもう一つは、これもやがて大きな問題

にしなければいけませんが、地方自治体に任せるものは地方自治体に任せるべきじゃない

か、これは分権改革ですね。それからもう一つ、実は市民団体に任せるべきものは市民団

体に任せたらどうだ、これが実は市民活動促進法案、通称ＮＰＯ法案と呼ばれておるもの

でありますが、現在参議院にかかっております。そして、残ったものを国としてどのよう

にやるのか。 
 こういう手順が踏まれて初めて、実は今我々が議論しておる財政構造改革の中身もある

意味では構造改革の名前に値するものではないかなというふうに私どもは考えるんですが、

この点、総理はどのようにお考えになっているか、まずお聞かせいただきたい。 
 
○国務大臣（橋本龍太郎君） 今既に本院におきましても、けさから今までの御質疑の中

で、規制緩和あるいは、議員は改革という言葉の方がいいと言われましたけれども、これ
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は現在進めておる状況も申し上げてまいりました。また、地方分権推進委員会から既に四

次の勧告を受け、これは特に地方六団体を中心とした御意見に対する答えでありまして、

まだ作業は続けていただかなければなりませんけれども、ここまでちょうだいをした四次

の勧告を合わせ、地方分権推進計画として今取りまとめ中であることも申し上げてまいり

ました。その意味では、規制というものを撤廃、緩和、見直すという中で、官から民へと

いう流れとともに、地方分権への流れというものも既に定着し、動いている状況を申し上

げております。 
 また、いわゆるＮＰＯ法案、これは議員立法として検討が進められ、今参議院で継続審

議になっておることを私も存じております。そして、一番直近で本院において御答弁をい

たしましたのは六月六日でありますが、私は、本当に国際化あるいは高齢化の進展などに

伴う社会環境の変化の中で、政府部門あるいは企業部門に次ぐ第三の部門とでもいうべき

ボランティア活動を初めとする市民の自主的な活動というものが活発化している状況を考

えますときに、この市民活動促進法案は極 
めて重要なものだと我々は考えておりまして、できるだけ早く立法府から行政府の手に渡

していただけることを心から願っておりますという答弁を申し上げました。今も同じ答え

を申し上げたいと存じます。 
 
○峰崎直樹君 そこで、今ＮＰＯセクターというのを大変高く評価しておられます総理の

答弁をいただいたんですけれども、実はちょっと、私北海道におりまして、札幌のある女

性の活動家から陳情を受けました。女性担当大臣はたしか官房長官で、女性の大臣がだれ

もおられない、あるいは女性の政務次官がだれもおられないということで評判が余りよく

ないのでありますが、私は女性のその活動家から実は民間の女性シェルターという問題に

ついて先日陳情を受けました。 
 官房長官、内容は御存じでございましょうか。余り時間ありませんから、さまざまな理

由で危機に陥った女性を緊急に一時保護する目的で、日本でもようやく十年前ぐらいから

できているらしいんですね。これは民間の女性シェルターというふうに呼んでいるんだそ

うですが、もっとわかりやすい言葉で言うと女性のための駆け込み寺と、こういうふうに

言われております。 
 私はそれをずっと聞きながら、日本に今どれぐらいあるんですかと聞いたら、横浜の女

性協会というところが調べたら、一九九四年現在で神奈川県に三カ所、東京に三カ所、そ

して木更津に一カ所、全国で七カ所なんだそうです。アメリカではと言ったら、一千カ所

から一千二百カ所。とらえ方が違うんでありましょう、全然けたが違うんですね。 
 今我々、規制緩和だとかあるいは行政改革だとか市場化だとかいろいろずっと議論して

いるときのモデルは、恐らくアメリカ、アングロサクソンの経済体質をずっと見ているん

だろうと私は思うんです。そうすると、そのシステムというのは、そういう多様なＮＰＯ

セクターが実は支えているというところを、関連性を持って実はアメリカ社会やイギリス
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の社会が存在しているというところを見ないと、アメリカの市場メカニズムだとかそうい

うところだけを引っ張っていくと大変これは問題が出てくるんじゃないかなというふうに

思うのでありますが、官房長官、今その種の民間の女性シェルターといった、これは法人

格を取っているところもあればないところもあるんですが、それが現在どのような状況で

苦しんでおるのか、どのようにつかんでおられるか、ぜひ一度。 
 
○国務大臣（村岡兼造君） 今まで女性担当大臣でございましたが、私になりましてから

男女共同参画担当と、まずこうなったわけでございます。 
 民間の女性シェルターですね、私がわかっておりますところは、北海道に四カ所ぐらい

ありまして、現在全国で二十カ所程度あると。その機能、実態はさまざまで、大変小規模

である、こう聞いております。 
 どういう悩みがあるかと。全国で二十カ所しかなく、絶対数が少ないということ。財源

を有志から寄附などで賄っており、恒常的に財源が不足しておる。シェルターの運営には

相当数のスタッフが必要であるが、人材の確保が難しい。また、民間シェルターの活動に

対する社会の認識が不足している。また、保護女性の自立に困難を伴うことが多く、自立

までに日数、費用がかかる。こんなところが困難な情勢でございますが、唯一、このうち

売春を行うおそれのある要保護女子の保護更生に関しましては、民間の社会福祉法人の運

営する婦人保護施設に対し費用を補助していると聞いておるところでございます。 
 
○峰崎直樹君 今、官房長官御指摘されたように、同じことを私も、財政的に大変である、

人材の確保で非常に苦労している、援助プログラムがなかなか少ない、進まない。実は行

政の側も、例えば道庁でいいますと女性援護センターとかあるんです。ところが、それは

売春防止法とか児童福祉法とか精神薄弱とか、そういう法律に基づいてでき上がっている

ものですから、このいわゆる駆け込みに来る方々は単にそれだけではないんですね。 
 聞いてみますと、地域行政とどれだけネットワークしているのかというと、福祉事務所、

福祉ケースワーカー、警察、裁判所、弁護士、婦人相談員、本当にあらゆるところと連携

をしないと実は問題が解決しないという意味で、ある意味では私はこのような問題は女性

の問題だけではなくて、子供もそうかもしれない、あるいはお年寄りもそうかもしれない、

社会的に弱いところに全部今しわ寄せがいき始めている。そのことを実は行政が、もちろ

ん十分努力をしているんですが、それだけではカバーし切れないという意味でＮＰＯのセ

クターというものがますます必要になってきているんだと思うんですね。 
 そうすると、総理、先ほど非常に高く評価をしていただいたんですが、ＮＰＯ法案が通

ります。それから寄附金税制がたしか与党と、我が民主党ももちろんその中にはぜひ入れ

ていただいて、そしてこの寄附金税制の問題も議論しようと。そうなったときにはこの財

政構造改革というものの中にきちんとこれは位置づけられるんだろうかどうだろうか、位

置づけるべきではないんだろうかというふうに思うんですが、この点は、担当大臣は大蔵
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大臣ですが、いかがでございましょうか。 
 
○国務大臣（村岡兼造君） 積極的な財政支援を行うべきでないか、こういうお尋ねであ

ろうと思います。 
 ただいま男女共同参画二〇〇〇年プラン、あるいは審議会でもこの問題を審議していた

だいております。緊急やむを得ない場合の一時保護や社会復帰の支援は極めて重要と考え

ております。今後、地方公共団体やＮＰＯが運営する相談・救援施設との連携を強めると

ともに、それらに対する、まず今の女性シェルターの実態を把握しまして支援方策を検討

してまいりたい、こういうふうに考えております。 
 
○峰崎直樹君 先ほど総理から本当にＮＰＯセクターと、これは恐らくいわゆる市民のＮ

ＰＯ法案に規定されるものもあれば、恐らくさまざまな大学であるとか私立大学だとか、

あるいは法人格を取っている団体も入ってまいりますので、それらは今税制における支援

をしておったりするわけでありますから、当然これはこれからの重要な、地方に任せるも

のは地方に任せていこう、さらにＮＰＯセクターに任せたものはこれを支援していこう、

こういう形になって初めて私は財政構造改革の構造の中身が変わってくるんだというふう

に思いますので、この点はぜひ要望しておきたいと思います。 
 きょうはもう残された時間は少のうございますが、景気の問題と構造改革の構造の問題

について今からお話を聞いてみたいと思います。 
 そこで、まず日銀からちょっと、お呼びしていると思うのでありますが、先ほど直嶋委

員の質問にもありましたように今から二年前に〇・五％まで下げました。そして、今通貨

の供給量というのは、私の調べたところ大体直近では七ないし八％、それからＭ２プラス

ＣＤ、いわゆるマネーサプライはそれよりも相当下がっているんじゃないか、さらに銀行

貸し出しはもっと下がっているんじゃないかと思いますが、このあたりは日銀としてはど

うしてこのようにマネーサプライが下がっているというふうにお考えなんでしょうか。 
 どんどんじゃぶじゃぶお金は出しているんだけれども、それが与信機能として実は銀行

の方から中小企業とか企業に回っていないんですね。そうすると、一方では貸し渋りだと

言われている、一方で日銀の方はどんどん貸していると言う。そのお金は一体どうなって

おるんだろうと。この点は実は大変疑問に思う点でありますし、また国民の前にその点は

ぜひ明らかにしてもらいたいと思うんです。 
 
○参考人（福井俊彦君） お答えを申し上げます。 
 ただいま委員から七％あるいは三％、あるいは銀行貸し出しはもっと低いのではないか、

こういう御指摘がございましたが、恐らく七％とおっしゃいましたのは銀行券、現金通貨

のことではないかと思います。三％ぐらいとおっしゃいましたのは、多分一番通貨の代表

的な指標でございますマネーサプライ、その中でもＭ２プラスＣＤとい 
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うところではないか。それから、銀行貸し出しの伸び率はそれよりもさらに低いのではな

いかと。いずれも御指摘のとおり、そういう状況にただいまございます。 
 九五年の秋以降、現行の公定歩合水準ということで非常に低い金利をしいて金融緩和政

策を遂行し続けてきておりますが、その緩和効果の浸透はさまざまな面に見られるわけで

ございます。現在までのところ、代表的な指標でありますマネーサプライの伸び率で申し

上げますと、今申し上げましたとおりおおむね三％前後ということでございます。昨年の

水準が三％台半ばぐらいでございましたから、厳密に比較をいたしますと最近通貨の伸び

率がやや下がっているということでございます。 
 この変化を正確に分析することはなかなか難しいわけでございますけれども、御議論の

対象になっております現在ただいまの日本経済の動きがことしの四月以降減速局面に入っ

ている、経済活動のスピードが少し落ちているということと恐らく密接な関係があるので

はないか。したがいまして、企業の資金需要が積極的にはこの低金利の状況のもとにおい

ても出にくい状況が続いているということが一つあると思いますし、金融機関の方も、か

つてのバブル期の時代とは違いまして、リスク意識あるいは収益性意識というものを強め

ながら二十一世紀への新しい経営姿勢の確立の途上ということで融資姿勢が変わっている、

その双方の影響がここに出ているというふうなことだと思います。 
 私どももマネーサプライの動きは経済全体を判断していきます上に非常に重要な指標と

受けとめております。かつまた、マネーサプライの動きが大きな変化を示しますときには、

過去の経験から申し上げましても、経済のどこかで大きな問題が生じているリスクがある

ときだということでございます。 
 今申し上げましたとおり、最近のマネーサプライの伸び率の変化はまだわずかでござい

まして、今後これがどういうふうな変化を示すか、そこに重要なサインが示されてくるか

どうか慎重に見ていきたい、こういうふうに思っております。 
 
○峰崎直樹君 ありがとうございました。 
 ということは、通貨の発行量は非常にふえていると。先ほど言ったことの繰り返しにな

るんですが、中小企業は景気が悪いから金を借りないんだということなんでしょうか。私

ども地域で聞いてみますと、いや、とにかく最近は銀行は金を貸してくれるどころか貸し

ていた金を戻せという、そういう動きすら出てきているんですよと。 
 これは、昨年実は金融三法で通りました金融機関の健全性確保法、来年四月から早期是

正措置の導入がなされるわけですね。この早期是正措置が入ってまいりますと、銀行は不

良資産というものを抱えている、そうすると株価が下がってくれば当然それに対応して貸

し出しを渋ってくるという意味で、ある意味では非常におかしな現象というのは、むしろ

その一番の根っこには金融機関のいわゆる不良債権の堆積というものがあるんではないの

か。 
 これは、先ほどの構造問題に実は帰着するんですが、日本経済の構造と言うときの構造
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の中身は、私はこの間の景気の動きをずっと見ていると、どうもこの金融機関の不良債権

問題というものがまだ根っことして残っていて、その根っこが実は貸し出しを渋ったり、

マネーサプライをふやしても全然動かない、金利は下がっているのに借り手がいない。こ

れは通常、流動性のわなだというふうに経済学者の中で言う人もいるんですが、そういう

状態に陥っているときに一番解決をしなきゃいけないのは、財政構造だとかいわゆる総理

のおっしゃっている六大改革全体をやるんではなくて、何か構造の中でも一番のポイント

になるのは、不良資産の問題をこの機会に変えないと大変なことになるんではないか。 
 きょう今、私の部屋へ帰ったらエコノミストが届いていまして、「金融恐慌の地鳴りが聞

こえる」と書いてあるんです。こんなふうになってもらっちゃ困るんですが、実は戦前の

日本の金融恐慌から経済恐慌へと、大不況へと移っていったときとどうも非常によく似て

いるんじゃないか。あのときは金解禁で、今回はビッグバンだと。そして折しも関東大震

災と、余り例えばよくないんですが兵庫の大震災と。何か非常によく似ている雰囲気が出

てきて、そしてあのときも今と同じような状況が続いていたんじゃないのか。 
 だからこのときにきちっとその不良債権問題を、あの住専で何だか政治家は懲りちゃっ

たのかもしれませんが、今ここで変えないと、実は世界の人たちは日本の株式市場あるい

は債券市場もそうなんでしょうが、この状態を見たときに、このいわゆる不良債権問題と

いうものをしっかり解決するというところにメスを向けないと、本当に日本発の世界恐慌、

金融恐慌に移っていってしまうんではないかという、そういう心配はないんだろうかとい

うのを私は非常に痛感するんですが、この点はいかがでございましょうか。これは大蔵大

臣でございましょうか。 
 
○国務大臣（三塚博君） 大変深刻なサイドに立っての警告の御質問かと思います。 
 そういう中で、不良債権の問題が指摘をされました。御指摘のとおり早期是正措置、来

年の四月からスタートであります。自己資本比率と相並行してセクターのオープン、情報

公開、信頼がそこから持ち上がるであろう、こういうことで各金融機関それぞれが全力を

尽くして不良債権の解消、健全経営に向けての努力をしておりますことは御承知のとおり

でございます。 
 私が把握する限りにおきましては、不良債権の解消は全体として状況が大きく改善の方

向にありますと、こういうことです。九七年三月、対一年前の三十四兆八千億円の不良債

権が大体七兆減りまして、二十七・九兆円、こういうことであり、進行しておりますから、

それが改善の方向にあると見ております。 
 それと、その件について貸し渋り等々で中小企業者が金融的に押し込まれるのではない

かということでありますが、その点はそれぞれ当局として金融の持つ社会的責任、そうい

う観点からサポートをするべきである、こう申し上げさせていただいておるところであり

まして、いわゆる貸し渋りという問題は、全体の金融需要の低下と、もう一つはさらにリ

スク管理のそれぞれの金融機関の経営方針の徹底という中のはざまにあることは間違いあ
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りません。そういう中で、金融三法がしっかりと機能して下支えをしておるという意味で、

私は御指摘のような事態は起きることはございません、ファンダメンタルズ、経済の基礎

的諸条件がきっちりとしており、決して悪くないということでありますと、こういうこと

で答弁にかえます。 
 
○峰崎直樹君 そういう答弁なんですが、今状況は改善の方向にあるとおっしゃったんで

す、全体の不良債権の金額を表示されたんですが、これを実は余り信用している人は少な

いんじゃないかと思うんですよ。 
 先日、実は三菱銀行、最近は東京三菱銀行と言っておりますが、合併して非常に強力に

なって、恐らく日本で今一番優良バンクじゃないかと言われております。だからその名前

を出しても差し支えないと思うんですが、そこでたしか一兆円近い不良債権の償却をやっ

た。これはアメリカのＳＥＣに出していたときの不良債権の額と比べたら何倍になってい

ますでしょうかね。 
 それから、もう一つ私が気になるのは、これも名前を出しません、ある有力な銀行が去

年の段階で、赤字を出してこれで償却は全部終わりましたと。その銀行がまたことしも同

じように赤字を出して償却しましたというふうに言っているんです。 
 そう考えると、こうやって政府の大蔵大臣が答弁されるけれども、どうもマーケットの

人たちは日本の金融不良債権の実態というのはそんなものじゃないんじゃないかと。公表

されているものの三倍ぐらいあるんじゃないかというふうにある格付機関はこの間、新聞

報道に載っていますよね。その意味で、私はやはりそこのところは大変大き 
な問題を持っているのではないかなと思うんです。その際に、去年金融三法を出したから

これで万全なんだというふうにシステムをおっしゃるんですが、私はそうだろうかと。 
 金融機関の健全三法がございましたね。先ほど言いました早期是正措置、それから金融

機関更生手続特例法、それから預金保険法の一部改正。特に預金保険法の一部改正が非常

に重要なんだろうと思いますが、この預金保険法の一部改正で日銀が担保できているのは

一兆円、今のところはそうでもありませんが、もしこれからの金融機関の債権を、不良債

権の問題は関西の方でいろいろ言われていますが、そういうものを出したときに果たして

これで賄えるのか。日銀だって恐らくバランスシートがあるでしょうからそれを貸すわけ

にはいかない、貸し出せない、あるいはそうなると財政資金も投入せざるを得ないという

ところにいくのではないかなというふうに思うんです。 
 余り多くの時間がないので私の方から先に言いますが、そういう破綻をした金融機関の

処理の問題はいいんですが、破綻をさせないで実は再建をさせるスキームというのが私は

非常に重要になっているんではないかと思うんです。この点、例えばマネーセンターバン

クと言われる大変大きな都市銀行なんかになると、私はこれは倒産をさせると言ったらシ

ステムにシステミックリスクという大変な問題が出てくるというふうに思うわけでありま

して、その点で私はもう一つ考えなきゃいけないのは、今かなりの大銀行が非常に不良債
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権を抱えておる、そのときにこの不良債権を抱えている銀行をどのように支えていきなが

ら、その銀行を破綻させないで再生させるか、この点が非常に重要なんだと思うんです。 
 ですから、今ちょっと戦前のお話を申し上げましたけれども、第二次世界大戦の前のア

メリカにおいて、一九三〇年代に実は自己資本の再構築による財務体質の改善ということ

をやっているわけです。ＲＦＣ、レフコープといいますか復興金融公社、ここで銀行の発

行する優先株を買い入れて、レフコープは債券を発行してそれを受け入れる、そしてそれ

は銀行の体力回復によって徐々に償却をさせ、そして実はその優先株から、経営が上がれ

ば、経営体制がよくなればそこから利潤が戻ってくるということで、最終的にはほとんど

国民の負担がなかったと言われている。こういうようなものも実は考えられてしかるべき

なのではないかなというふうに思うわけであります。 
 もちろん、それ以前にペコラ委員会という不良債権の問題についての処理をした金融機

関もあるわけでありますが、この点、合併方式あるいは持ち株会社というものがこれから

できますから、そういうものをやる方法もあるんだと思いますが、今お話を申し上げたよ

うな銀行のいわゆる体力の回復を図らせる方法ということについて、今大蔵省は何らかの

方策を考えておられるのかどうなのか。 
 
○国務大臣（三塚博君） 詳しくはまた政府委員から答弁させますが、御指摘のようなこ

とをお互い頭の中に置きながら、絶えず注意深く金融界、セクターを見詰めております。

適宜適切そのことが大事に至りませんように指導しておるところでございます。 
 そういう中で、不良債権の改善というのは絶対の要件でありますから、これは自己責任

の原点に立ちまして、その金融機関の前進、経営安定、こういうところで信任を得て十分

の活動ができるようにサポートする、支援をするという、これはお金でどうということで

はなく、頑張れということで相努めておるところでございます。 
 私の判断は、先ほど不良債権の改善が進んでおると申し上げたのは、血みどろの、改善

に向けて最大の努力をしていることだけは間違いございません。そのことを申し上げまし

た。 
 そういう中で、御指摘のように、昨年通常国会において成立をいたしました金融三法を

踏まえまして、引き続き預金者保護の観点、さらには金融システムの安定性確保のために

適切に取り組んでおるところであります。 
 以上が取りまとめた基本的な考え方であります。 
 
○峰崎直樹君 今のお話ですが、結局その場合でも、やはりその大前提としては、その金

融機関の不祥事を起こした、あるいは問題を起こした人たちの責任の問題というのは当然

出てまいります。 
 今ちまたには四大証券を初めとして企業の方々が連日報道されない日はないぐらい不祥

事が続いているわけでありますが、こういうある意味では今、私先ほど金利の問題をお話
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し申し上げませんでしたけれども、〇・五％の公定歩合をずっと続けているというのは、

この金融機関の不良債権を何とかしょうというのが根底に私はあるんだろうと思うんです。

そのことのマイナス要因がどんどん今出始めているという意味で、ある意味では早くこの

問題の根っこを解決しなければ、その場合はやはり公的な資金を使っても解決をしなきゃ

いけないのではないかという有力な意見があるんだと思うんです。 
 ちなみに、第二次世界大戦前の日本の昭和金融恐慌の教訓として、各銀行がばたばたと

倒産する、その合併をするときに、岩手県、群馬県、宮崎県、この各自治体は県債、県の

債券を発行してその資金を使って合併銀行の発行した優先株を買い入れておる、こういう

ことまで実はやっているわけですね。 
 それで大蔵大臣、これは答弁要りませんが、その公的な資金というものは、地方自治体

も含めて、そういう形での銀行の基礎体力の回復というところに早くメスを入れていかな

いと、おくれればおくれるほど私は問題が出るのではないかなというふうに思っておりま

すので、この点はぜひ政府の方で、今株価はまだ四十円、五十円下がったぐらいだと言っ

ていますけれども、いっこの不安定な状態が深刻になるかわかりませんので、その点はぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 
 さて、もう時間も余りなくなってまいりまして、この財政構造改革の内容の問題につい

て少し触れてみたいと思うわけでありますが、実は私どもの仲間であります今井澄さんが

十月の初めに代表質問で総理に質問をいたしました。その中にいわゆる国民負担率という

のがある。今度の財政構造改革の中でも、国民負担率は二〇二五年においてもいわゆる上

限は五〇％以下に抑える、こう書いてある。その中に財政赤字も含めると書いてある、括

弧して。この財政赤字を含めるというのがどういう意味を持っておるのかということがよ

くわからないというのが一点でございます。 
 それと、実は今井澄さんが厚生委員会でも小泉厚生大臣とも論争しているところであり

ますが、国民負担という表現はどうもやはりますいのではないか。まずいというか、間違

いとは言わないにしても、先ほど実は、これは国民負担率の問題ではございませんが、厚

生大臣、衆議院の財政構造改革の特別委員会の議事録を読みますと、これは共産党の児玉

さんの質問にこのように答えられております。「国民負担といいますと、税金も国民負担で

あります。保険料も国民負担であります。病気になったときのいわゆる自己負担、これも

国民負担であります。すべてを勘案して、国民負担が過重にならないように、」云々という

ことを述べられています。 
 そうすると、国民負担率というのは、個人負担で払っているところまで入れて考えなけ

ればお話しなさったことと一貫性、国民負担率という表現で使っているのは別のことだと

いうふうにおっしゃるのかもしれませんが、そこら辺はやはり私ども、今井さんとよく議

論をするんですが、公的負担というふうに言い直した方がそれは正確なのではないかなと。 
 と同時に、これは何を言っているかというと、財政構造改革会議、今度の法案の中で、

絶えずキャップが出てきますね、数字が。この数字が出てくると、かつてのシーリングと
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同じように、当然同じ問題が、今度はそれぞれの省庁の分野ごとに弱いものに実は一番問

題がいくのではないか。国民負担率というふうに言って、それを五〇％に抑えたときに、

本来積み上げていくと五五％にな 
るかもしらぬ、それを五％下げるというときに、その負担は、しわ寄せば弱い方にいく危

険性がないかなということを実は一番心配しているわけです。 
 そうすると、社会保障という考え方からすると、これはある意味ではそのセーフティー

ネットの問題も含め、ただ単に救貧的な性格じゃなくて、人間らしい生活をするための最

低限の費用という観点からすれば、私はやはりこのパーセントを、上限をそういうふうに

設けることの是非の問題も含めて、まず厚生大臣にこのように答弁されている点のお考え、

そして総理からもお考えをお聞かせ願いたいと思います。 
 
○国務大臣（小泉純一郎君） 一般の国民にわかりやすくお話しすると、国民負担という

のは税金も国民負担、保険料も国民負担、病気になったときお医者さんに払う自己負担も

国民負担、これはわかりやすいと思うんです。しかし、政府が使っている国民負担という

のは、今言ったように公的負担と言った方がいいじゃないかという議論は承知しておりま

す。私もその方がわかりやすいかなと思っております。しかしながら、定義が、国民負担

という名前がいいのか、公的負担という名前がいいのかというのはこれからの問題だと思

います。 
 
○国務大臣（橋本龍太郎君） 通常、国民負担率と言いましたときに、租税並びに保険料

というのが通例でありますけれども、今回これに財政赤字を加えて国民負担率という考え

方をとりましたのは、この債務が長期にわたり本当に残念ながら一遍に返せるようなもの

ではない、そうすると、当然ながらそれがどういう形かで国民にはね返る性格のものであ

りますから、やはりあわせて考えていくべきではないだろうかということからこういう考

え方をとりました。 
 
○峰崎直樹君 そうすると、このいわゆる五〇％、括弧財政赤字を含むというのは、その

ときにはどのようにして財政赤字をこの国民負担分として計算するんでしょうか。これは

もし専門家おられればちょっと、主計局。 
 
○政府委員（涌井洋治君） 先生御案内のとおり、この法律に明記してありますように、

税それから社会保険料負担、これが従来使われてきた国民負担の考え方でございますけれ

ども、現在、政府サービスに対する負担率が低いと、その差額が財政赤字であるわけです

が、これは将来的には国民の負担になるということでございますので、その政府赤字分を

加えた分がこの法律の意味する国民負担ということでございます。 
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○峰崎直樹君 要するに、毎年のいわゆるフローの負担と、将来的に出てくるであろう、

しかもそれはよく大蔵省が言うように、橋をつくるかもしらぬ、それは将来の人も実は便

益を受けるんだよ、だからこれは決して今のものではないんだよと、そういうものがごっ

ちゃになっているような気がするんです。 
 それで、私は非常によくわからないところがあるんですが、これは時間がありませんか

ら、最後に小泉厚生大臣にちょっとお聞きします。 
 実は今、年金制度はいわゆる修正賦課方式と呼んでいますが、移行過程では大変困難で

はあるけれども、これを積立方式に変えたら、その積み立てに要する費用はこの国民負担

率から外せますか、外せませんか。 
 
○政府委員（近藤純五郎君） 国民負担率の関係で、保険料として当然上げるということ

になりますので、その分は国民負担率の中に含まれると思います。 
 
○峰崎直樹君 そうすると、要するにこれは個人がいわゆる貯蓄をしていくわけですね、

個人が積み立てていくわけでしょう。このようなものが私は将来的には望ましいと思うん

です。しかし、そうなると、個人の私的な貯蓄とこの公的な貯蓄とどこに差があるんだろ

うかということで、これは本当に国民負担率五〇％という表現というのは、どうもいろい

ろ考えていくと、目標値として見たときにいろいろな改革の上でなかなかこれは我々納得

しにくいところがあるなと。 
 大蔵大臣もうなずいておられますが、その意味で私は、我が民主党の態度は、国民負担

率というのはやはり我々努力はするけれども数値として設けるべきではないのではないか

という意見を申し上げて、時間が参りましたので私の質問を終わります。（拍手） 
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